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要旨 国際社会はこれまでに大量難民の保護にアド･ホックなアプローチで対応 してきた.大呈難

民保護の立法作業をめぐって国際社会は難色を示 している.これに対 して,EUは2001年に ｢一

時的保護に関する指令｣を採択 した.大量難民の一時的保護と負担分担に関する国際社会初の法的

文書としての価値を有すると同時に,｢指令｣ はさまざまな問題点をも抱えている. たとえば,一

時的保護体制の発動の前提となるEU理事会決定の採択をいかに実現するか,関連国際法との整合

性をい かにはかるか,負担分担を円滑に進めるためには何が必要なのか,などである.本稿は,

｢指令｣の主な内容に対する法的評価を行った上で,上述の諸問題を解決するための提言を試みる.
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おわりに

は じ め に

｢難民条約｣1)は当初,第二次世界大戦によっ

て大量の難民が生み出された事態を受け,彼らに

一定の国際的保護を与えるために起草 ･採択され

た.これまで同条約は大量難民を保護の対象とは

せず,個人難民にのみ国際的保護を与えてきた2).

すなわち,｢難民条約｣1条 A (2)3)の規定によ

れば,人種,宗教,国籍若 しくは特定の社会的集

団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫

害を受けるおそれがあるという十分に理由のある

恐怖を有する個人のみが同条約の保護対象とされ

うるのである4). 従って,内戦,武力紛争又は-
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般的な人権侵害を逃れてきた大量難民5)は,｢難

民条約｣による保護を受けることができない.こ

のため,国際社会は大量難民が発生するたびにア

ド･ホックな対応策をとってきた.1970年代末

から1980年代初めにかけてのインドシナ難民流

出の際,同地域の諸国がこれらの難民に一時的庇

護を与えたこと6)のほかに,旧ユーゴ紛争の際

に国際連合難民高等弁務官事務所 (onceofthe

UnitedNationsHighCommissionerfわrRefugees,

以下はUNHCRとする)が大量難民の発生を受

けて行った人道的避難計画 (Humanitarian Eva-

cuation Programme)7) もアド･ホックな対応と

して知られている.

そもそも,アド･ホックな対応には,従来 ｢難

民条約｣に基づく保護を享受できない大量難民に

も一定の保護が与えられるという意味で,一定の

意義があると考えられる. しかし,その一方で,

アド･ホックな対応であるがゆえに,大量難民が

発生 した場合,関係諸国が自らにとって都合のよ

い対策を講 じるおそれがある.その結果,大呈難

民の保護に関する国際的制度の形成には不利であ

るのみならず,とられた措置が難民の保護という

結果に果たしてつながるのかということも懸念さ

れる.こうした懸念は,不幸にも旧ユーゴ紛争の
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際に,当時のEC諸国がとった措置によって例証

された.アド･ホックな対応に付随する国家の裁

量を制限するためには,大量難民の発生に備えて,

予め一定の対応枠組を設定 しておくほうが望まし

いと考えられる.

しかし,国際社会ではこうした立法作業が進ん

でおらず,結局,大量難民の保護に対する従来の

アド･ホックな対応に関しては,なんら変化はな

いように思われる.

一方,地域 レベルでは,ヨーロッパは大量難民

の保護に関して一定の立法上の成果を収めている.

その中で最も重要なのはEU理事会 (councilof

theEuropeanUnion) が2001年に採択 した ｢大

量難民に一時的保護を与えるための最低基準,及

び大量難民の受入における構成国問のバランスの

取れる努力を促進する措置の最低基準に関する理

事会指令｣8) (以下は ｢一時的保護に関する指令｣

又は ｢指令｣ とする)である.｢指令｣はEU構

成国の国内に逃れてきた大量難民に一時的保護9)

を与えることを主な目的としている.そのために,

｢指令｣は一時的保護の受益者になりうる者の範

囲を詳 しく規定 し,彼らにさまざまな権利を付与

している.また,大量難民の保護から生 じた負担

を構成国の問で公平に配分するための規定も備え

ている. ｢指令｣ は大量難民の保護及び負担分担

についての国際社会初の法的文書でもある.その

意味で,国際社会又は他の地域における大量難民

の保護に関する立法活動に対 してモデル提示を

行っていると思われる.

他方, ｢指令｣ は手続的規定と実質的規定の両

方においてさまざまな問題点を抱えている.モデ

ル提示の役割を一層効果的に果たすためにも,ま

た, ｢指令｣ の主たる目的である大量難民の保護

及び負担分担をうまく実現させるためにも,｢指

令｣の規定内容を関連国際法に照らしで慎重に考

察 し,国際法の要請と一致 しない ｢指令｣規定に

ついては,それを見直すための提言をする作業が

必要であると思われる.

以上の理由と目的を踏まえて,本稿 はまず,

｢指令｣が採択される前に,EUにおいて大量難

民の保護をめぐりい かなる立法活動及び実践がな

されてきたかを振り返る.続いて,｢指令｣規定
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の内容をめぐっては,特に重要だと思われるいく

つかの事項を取り上げ,関連国際法に照らしなが

ら ｢指令｣の規定が抱えている問題点を指摘 し,

｢指令｣規定の意義を評価する. そして,最後に

は,指摘された問題点を克服するためにいくつか

の提言を試みたい.

1 ｢指令｣採択前の大量難民の保護を

め ぐるEUの立法と実行

EUがはじめて大量難民の保護に踏み出したの

は旧ユーゴ紛争の時であった.

旧ユーゴ紛争勃発後,ボスニアから逃れてきた

大量の難民に対 してEU諸国は一時的保護を与え

ていた.一時的保護の付与により国内庇護手続に

対する負担をなるべく軽減させるのが諸国の主な

ねらいであった (一時的保護の享受と国内庇護手

続きとの関係は後に検討する). ほかに, 内戦や

武力紛争という大量難民発生の原因も一時的保護

の付与を促 した一要因だと考えられる10).

ボスニア難民の一時的保護をめぐる各国の実行

は異なっていた.たとえば,一部の構成国は紛争

地域から来たすべての難民を受け入れたのに対 し

て,ほかの構成国は特定地域からの難民にしか保

護を与えなかった11). また,一部の構成国では,

紛争地域から来た難民の中でも特に一定のカテゴ

リーに属する難民,つまり傷病者,戦争中の被収

容者,反体制者又は老人が一時的保護の受益者と

認められていた12). 各国の異なった対応が次のよ

うな結果をもたらした.すなわち,難民が常に自

らに有利な一時的保護制度をもっ国へと流れ込み,

結局,構成国の問で難民の受入人数につき大きな

差を生 じさせた13).こうした状況の下に,一時的

保護に関する諸国の制度を調和させ,大量難民の

保護から生 じた負担を公平に配分する必要性が浮

上 した.

1992年,EU理事会は ｢旧ユーゴ難民に関する

決議｣を採択 し,翌年 ｢旧ユーゴから来た特に脆

弱な難民の受入についての共通指針に関する決

議｣を採択 した14).両決議はその適用範囲を明確

に旧ユーゴ難民に限定 したため,EU レベルの一

時的保護に関する政策の調和一般に与えた影響は
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少なかった15).

その後, 欧州理事会 (EuropeanCouncil) は

エッセンで開かれた会合 (1994年 12月9日～12

月 10日)において大量難民の流入により引き起

こされた問題を研究するようEU理事会に求め,

そして大量難民の保護から生 じた負担を配分する

ための協定をできるだけ早い段階で結ぶよう同理

事会に促 した16). これを受 けて,EU理事会 は

1995年 9月25日に ｢難民の一時的入国と居住か

ら生 じた負担を分担するための決議｣17)(以下は

｢決議｣とする)を採択 した.また,上述 ｢決議｣

の内容を補足するために 1996年 3月4日に ｢難

民の一時的入国と居住から生 じた負担を分担する

ための警告及び緊急手続に関する決定｣18)(以下

は ｢決定｣とする)を採択するに至った.

｢決議｣ と ｢決定｣ の適用上の人的範囲は大量

難民のみならず,内戦や大規模な暴力を逃れる個

人にも及ぶ19).従って,条約難民20)もそうでない

難民も両文書の規定を援用することができるとさ

れている.

｢決議｣ の第 2条によると, 大量難民が構成国

の域内に流入 した又は大量難民流入の危険性があ

ると判断された場合,当該構成国はEU理事会に

対 して調和的行動 (harmonizedaction)をとるよ

う要請することができる21). しかし,調和的行動

の内容は何か,またEU理事会がい かなる手続の

下で調和的行動を発動すべきかなどについては,

まったく規定されていない.

これに対 し, ｢決定｣ は大量難民の一時的保護

に関するEU レベルの調和的行動の必要性を再確

認 した上で,調和的行動を発動するための手続規

定をも設定 した.つまり,調和的行動を発動でき

るのは,EU理事会議長国, いずれかの構成国又

はEU委員会とされている.調和的行動の開始後,

EU設立条約 K.4条に規定する調整委員会緊急

会議を召集することができる.緊急会議の議題は

次のものを含む.すなわち,大量難民流入の情勢

に関する調査,EU レベルの緊急的干渉の可能性,

難民の受入についての計画など,である22).

1995年 ｢決議｣ は, 負担分担に関する規定を

設けている.第 4条は調和的行動から生 じた負担

を各構成国の問に配分するための規準を示す規定
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である.負担分担の規準としてあげられたのは,

① 構成国の紛争の予防に対する寄与,特に国連

安保理や欧州安全保障協力機構の命令のもとで提

供 した軍事的資源又は人道的保護措置,そして

② 難民の受入に影響を及ぼすと思われる構成国

の経済的,社会的諸条件,である23).

第 4条によればEU理事会 は,上述の規準に

従って負担を配分することができる (could)と

されている.つまり,同理事会は必ずしもこれら

の規準を参照 して負担分担を行うことを義務づけ

られているわけではない.その上,あげられた負

担分担の規準は一般的内容 しか有さず,そのため,

大量難民が発生 した場合,負担分担に関する諸国

間の合意が得られるかどうかも疑問である24).

一万, 1996年 ｢決定｣第 3条のもとでは,調

整委員会は緊急会議の結果に基づき負担分担に関

する提案をすることができるとされている.ただ,

同提案は構成国に対 して拘束力を持たない25). さ

らに問題だと思われるのは,調整委員会の負担分

担に関する提案に対 してEU理事会が承認を行う

が,同理事会の承認も構成国を拘束 しない,とい

うことである. したがって,たとえEU理事会が

負担分担についての提案を承認 したとしても,各

構成国にはそれを遵守する義務が課されていな

い 26).

負担分担に関する規定のほかは,｢決議｣も

｢決定｣も保護の対象とされる難民になんら具体

的な権利を与えていない.

最後に,何よりも問題なのは,いずれの文書も

法的拘束力を有さないことである27). このため,

両文書はEUにおける大量難民保護政策の調和に

向けての第一歩であると評価されている28)が,莱

際に構成国に与えた影響は極めて少ないと考えら

れる.このことは,1999年のコソボ紛争の際に

各構成国が ｢決議｣や ｢決定｣の規定にのっとっ

て対応することをしなかったという事実によって

例証されている.

1996年 ｢決議｣採択後,EU理事会は大量難民

に一時的保護を与えることから生 じた負担を構成

国の間に配分するための一連の文書を採択 した29).

EU委員会も大量難民の保護及び負担分担に関し

ていくつかの提案を行った30). それにもかかわら
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ず,大量難民の一時的保護と負担分担を内容とす

る,法的拘束力のあるEU立法の成立は,2001

年の ｢一時的保護に関する指令｣がEU理事会に

おいて採択されるまで待たねばならなかった.

2 ｢指令｣による大量難民の

一時的保護と負担分担

アムステルダム条約第 63条のもと,共同体機

関は構成国の庇護,移民政策を統合する権限が与

えられている.当然ながらこの権限のなかには大

量難民流入の際に提供する一時的保護と負担分担

をめぐるEU レベルの立法権限も含まれている.

1999年 10月 15日～16日の欧州理事会会合は,

大量難民の一時的保護に関する構成国問の一致を

達成するようEU理事会に促 した31). この呼びか

けに応えて同理事会 は2001年 7月20日に ｢指

令｣を採択 した.

｢指令｣は大量難民の一時的保護と負担分担に

関するこれまでのEU諸文書の成果を継承 してい

る. 一方で, 1995年 ｢決議｣ 及び 1996年 ｢決

定｣に比べて根本的に異なるのは ｢指令｣の法的

性格である.つまり,前二者の非拘束性に対 して,

｢指令｣はEU機関による二次立法であり,各構

成国に対 して法的拘束力を有するのである. した

がって,少なくとも理論上は ｢指令｣の規定に抵

触する構成国の国内法は無効であるとされている.

他方,こうした利点を有 しながらも,既存国際法

の理論と実行に照 らして考察する場合,｢指令｣

規定の内容には様々な欠点が露呈 していると言わ

なければならない.

2.1 -時的保護の受益者

｢指令｣の第 2条は一時的保護の受益者の人的

範囲に関する一般的規定である.つまり,受益者

は,出身国 ･地域を離れて,同出身国又は同地域

内の情勢のため安全かっ長期的な条件に基づく帰

還ができない大量難民とされ,そしてその中には,

条約難民のほかに国際法や構成国の国内法の規定

によって国際的保護に値するとされる大量難民も

含まれている.こうした大量難民の一例として,

特に武力紛争や暴力そして一般的な人権侵害を逃
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れる人々があげられている.

そもそも,大量難民の移動を引き起こす要因は

内戦や武力紛争または大規模な人権侵害に限らな

い.地震や洪水などの自然災害も大量難民をっく

りだす一要因だと考えられる.すると,自然災害

の理由で国境を越える移動が余儀なくされた人々

は ｢指令｣の提供する一時的保護の受益者になり

うるかの問題が生 じる.第 2条の規定の文言から

すれば,これらの難民も一時的保護の享受から完

全に排除されていない. しかし,一時的保護を享

受できるのは構成国の国内法上彼らが国際的保護

の対象とされている場合に限る.一方,自然災害

による難民に国際的保護に与えるかどうかにつき

各構成国の国内法では一致が見られない.結局,

同じ自然災害による難民であっても,国ごとに一

時的保護の受益者適格性が異なりうる,という不

確実性が生 じる.それにより予想されるのは,大

量の自然災害による難民が自らの受益者資格を認

める一部の構成国に流入 し,それによりこれらの

国々に重い負担がかかる,ということである. し

たがって,こうした事態の発生を防 ぐために,

｢指令｣は一時的保護の受益者資格要件をさらに

明確化 しなければならないと考えられる.

一時的保護の受益者資格をめぐる規定の中では,

28条の規定も問題視されるであろう.｢指令｣第

28条は特別規定を置き,一部の人を一時的保護

の受益者から排除する権限を構成国に認めている.

排除されうるのは次のような者である.① 平和

に対する犯罪,戦争犯罪そして人道に対する犯罪

を行ったと充分な根拠に基づいて判断された者,

② 一時的保護の受益者として構成国への入国を

果たす前に重大な非政治的犯罪を行 った人,③

国際連合の目的及び原則に違反 した者,④ 構成

国の安全に対する脅威だと判断された者,などで

ある.

28条のもとでは,上述の諸条件を満たした者

を一時的保護の受益者資格から排除する際に均衡

性原則の適用が認められる.つまり,一時的保護

の付与により構成国の国益が侵害されると判断さ

れる場合,当該者に一時的保護を与えるかどうか

を裁量する権限が構成国に認められている,ので

ある.
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同条の適用について特に懸念されるのは,受益

者資格からの排除を受けた者がその出身国 ･地域

において, ヨーロッパ人権条約第 3条32)に規定す

る待遇や処罰を受けるおそれがある場合である.

これまでのヨーロッパ人権裁判所の判例では,同

条約第 3条の適用上の絶対性が確立されている.

すなわち,申立人の行った行為の性格及び当該行

為から生 じた結果の如何を問わず,締約国は決 し

て申立人の同第 3条の権利を侵害 してはならない.

これは言い換えれば,ヨーロッパ人権条約第 3条

の実施にあたっては均衡性原則の適用が認められ

ない,ということである. しかも,第 3条が保障

する権利の受益者の中には庇護を求める人も含ま

れている33).

今日,EUのすべての構成国はヨーロッパ人権

条約の締約国であり,ヨーロッパ人権裁判所の管

轄権を自動的に受諾 している. しかも,自らが当

事者であるい かなる事件においても裁判所の最終

判決に従うことが義務付けられている.

｢指令｣第 28条の適用により一時的保護の受益

者資格から排除された者は,一定の手続要件を満

たせば自らの権利が侵害されたとしてヨーロッパ

人権裁判所に訴えることができる.こうした場合,

もし当該者が強制退去先でヨーロッパ人権条約第

3条の禁 じた処遇を受けるおそれがあると証明で

きれば,同裁判所からの救済を受けることになる

と予想される.この場合,｢指令｣第 28条に基づ

く権利がヨーロッパ人権条約に対する違反行為を

正当化させるという構成国の主張は裁判所によっ

て認められないであろう34).

2.2 -時的保護の発動

大量難民の流入で国内庇護手続が機能 しなくな

ることが一時的保護を発動するための前提条件と

みなされるべきかどうかは複雑な問題である.

UNHCRは一貫 して国内庇護手続が大量難民の

庇護申請に対応 しきれない場合には一時的保護の

発動ができると主張す る35). ECRE (European

CouncilonRefugeesandExiles)は,大量難民の

流入で受入国の国内庇護手続が麻捧状態に陥った

場合においてのみ一時的保護の適用が認められる

立場に立っている36).
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EU委員会は ｢指令｣ に関する解釈覚書におい

て,大量難民流入の情勢自体は一時的保護の発動

を正当化させないと述べた上で,もし国内庇護手

続が流入 した大量難民からの庇護申請を処理でき

なくなったのであれば,一時的保護措置の適用が

認められるとの意見を表明した37).EU委員会の

意見表明に対 して, ドイツ,イタリア,フランス

そしてイギリスなどの国々は反対意見を示 した38).

｢指令｣の第 2条 (a)は上述の諸立場が互いに

妥協 しあった産物である.つまり,特に大量難民

の流入により国内庇護手続が機能 しなくなるかも

しれない場合に一時的保護の発動は認められるの

である.これは言い換えれば,たとえ国内庇護手

続が大量難民の提出した庇護申請を処理できると

しても,一時的保護の発動が不可能なわけではな

いことを意味している.

｢指令｣のもとで一時的保護措置の発動につい

て最終的な決定権を握るのはEU理事会である.

第 5条 1項によると,EU理事会は特定多数決に

よって一時的保護の発動に関する決定を採択する.

｢指令｣に関するEU委員会の提案を審議する段

階でフランスとスペインは特定多数決に反対 し,

全員一致の票決方式を提案 した39).EU委員会は,

いかなる状況においても理事会がすべての具体的

事項を考察 した上で一時的保護の発動に関する決

定を採択 しなければならないと意見を述べた40).

これに関して欧州議会は同決定の採択が客観的事

実に基づくべき旨の提言をした41).

こうした議論によって ｢指令｣の最も大きな欠

陥が物語られる.つまり,第 5条 1項の規定のも

とでは,実際に大量難民が発生 したにもかかわら

ず,一時的保護を発動するための特定多数票が得

られないおそれがある.これと関連するのはEU

理事会による不作為の正当性の問題である.EC

条約第 232条は,共同体機関の不作為により共同

体条約や他の共同体法に対する違反が引き起こさ

れた場合,構成国,共同体機関,自然人または法

人がEC裁判所に提訴することができると規定 し

ている.こうした場合,提訴者は共同体機関には

作為に関する義務があると証明しなければならな

い42). しかし, ｢指令｣第 5条 1項の規定のもと

ではEU理事会は大量難民の流入が起きた場合に
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なんらかの措置をとらなければならない義務を

負っていない.従って,たとえ決定の採択につい

て上述不作為が存在 したとしても, ｢指令｣ の現

体制のもとではEU理事会の不作為をEC裁判所

の司法審査に服させることができない.

EU理事会の決定は ｢指令｣の規定する措置を

発動するための法的基礎である.従って,大呈難

民が実際に発生 した場合に理事会決定の採択をい

かに保障するかは ｢指令｣が直面 している最も大

きな課題であるといわざるを得ない.

2.3 -時的保護の受益者の権利

UNHCR計画執行委員会 22号結論は一時的保

護の対象である大量難民に与えられる権利として,

庇護国への入国権,ノン･ルフールマンの権利,

基本的人権が尊重される権利,そして国際社会に

認められている人道的待遇を受ける権利,をあげ

ている43). 一方,注意すべ きは,結論 22号 は

｢難民条約｣の非締約国に対 して難民を扱 う際の

一定の基準を示すことを主眼としていた,という

ことである.従って同結論は大量難民の権利一般

に関して何らかの規準設定を目的とする文書では

ない44).

｢指令｣は一時的保護の受益者に住居に対する

権利,社会福祉上の権利,家族再会の権利,医療

及び教育を受ける権利,労働市場についての権利

などを付与 している.これらの権利のうち,EU

委員会提案に関する討議の際に特に構成国の間に

不一致を生 じさせたのは労働市場の利用に関する

権利である.

EU委員会提案では一時的保護の受益者には条

約難民と同様な雇用上の権利を与えられていた45).

しかし,この提案が反対されたので,雇用上の権

利に関する委員会の意見は ｢指令｣現体制のなか

で反映されていない.｢指令｣第 12条は,労働権

の付与に関して構成国に一定の裁量権を認めてい

る.つまり,構成国は優先的にEU市民,欧州経

済地域協定に拘束される国の国民又は構成国に合

法的に滞在 している第三国の国民に労働権を与え

ることができるのである.

続いて,一時的保護の受益者に付与された権利

の性格の問題である. KarolineKerberはこれら

向 華

の権利規定が構成国の国内裁判所で直接に適用で

きるかどうかについて否定的立場である46). すな

わち同氏によれば,一時的保護を受ける者は,そ

の権利が構成国によって侵害された場合において

も,当該権利侵害について同構成国の裁判所に救

済を求めることができない,のである.

しかし,｢指令｣29条によれば,一時的保護か

ら排除され又は家族再会の権利が否定された者は

構成国の裁判所に救済を求めることができるとさ

れている.一方,｢指令｣ によって付与された他

の権利が否定された場合に司法救済を求めること

ができるかどうかは明確ではない.こうした疑問

の答えは, ｢指令｣ の法的性質に求めることがで

きると思われる｡ 既に述べたように,｢指令｣ は

構成国にとって超国家法の性質を有 している.こ

のことは,EC裁判所の判例に示された47)通 りで

ある. すなわち, EC裁判所では, ECが採択 し

た指令 (directive)の超国家法的性質が認められ,

構成国の裁判所における直接適用性も承認されて

いる,のである. したがって,一時的保護の受益

者は構成国の国内裁判所で ｢指令｣によって付与

された諸権利を援用することができると考えられ

る.

2.4 -時的保護と国内庇護手続

｢指令｣第 3条 1項 は,一時的保護 の付与が

｢難民条約｣に基づ く難民認定に影響を与えない

と規定 している. 第 17条によれば, 一時的保護

の受益者はいっでも庇護申請を提出することがで

きる.EU諸国の実行では,｢指令｣が採択され

る前,一部構成国おいて一時的保護を受ける者の

庇護申請権が認められていなかった48).

一時的保護 と国内庇護手続の関係の問題は,

EU委員会提案を討議する際にフランス代表とス

ペイン代表によって最初に打ち出された.彼らは,

受益者の ｢難民条約｣によって付与された権利を

停止することは不当であると主張した49). 一方,

ドイツやオランダなどの国々は,庇護申請権の停

止と一時的保護制度の緊密な関係を強調 し,大量

難民の流入は常に国内庇護手続の正常通りの運営

を妨げるとして上記主張に反論 した50).

第 17条の文言からすれば,一時的保護の受益
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者はいっでも庇護申請を行うことができる. しか

し,大量難民流入という特性ならびに ｢指令｣の

他の関連規定の内容等を合わせて考察すると,罪

17条規定の現実的意味についての疑問が生ずる.

確かに理論上は受益者には庇護申請の提出におけ

る自己判断が許容されているが,一方で,行われ

た庇護申請を一定の期間内において審査 しなけれ

ばならない義務が構成国に課されていない.結局,

受益者からの庇護申請を受けたにもかかわらず,

それに対 して実質的審査を行うかどうかは構成国

の裁量に任されている.また,｢指令｣第 19条は

庇護申請を提出した受益者の ｢指令｣上の権利を

停止する権限を構成国に認めている.これは,受

益者にとっては庇護申請の提出に伴って住居,医

療などの最も基本的な権利が保障されなくなり,

しかも一定の期間のあいだに,そうした状態にお

かれるという事態が生 じることを意味している.

これについて欧州議会は,実際上受益者の庇護権

行使を妨げているとして,第 19条の削除を呼び

かけていた51). さらに,一時的保護の発動は必ず

しも国内庇護手続の対応不能を前提としていない

が,大量難民が発生 した場合,国内庇護手続が機

能麻捧状態に陥ることはしばしばある.こうした

場合も ｢指令｣ 第 17条の現実的意味について疑

問を抱かせる.国内庇護手続きが機能できなく

なっているため,構成国の意思とは関係なく,庇

護申請を審査する事実上の保障がまったく存在 し

ないからである52).

そもそも,KayHailbronnerは一時的保護の受

益者に国内庇護手続を利用する権利を与えるべき

ではないと主張する.氏の主張によれば,一時的

保護を受けている者に庇護申請権を認めることが

一時的保護制度の目的を損なうのである.また,

ノン･ルフールマン原則に違反 しない限り,一時

的保護の受益者の庇護申請権を否定するとしても,

それにより構成国の ｢難民条約｣に対する義務違

反が引き起こされることはない.さらに,構成国

に求められるのは,一時的保護の付与が停止され,

受益者が強制退去される前に,強制退去先に迫害

のおそれがあるかどうかを評価することのみであ

ると彼は考える53).

しかし,次にあげられる理由で KayHailbron-
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nerの主張は支持できない. まず,一時的保護の

受益者の中でも条約難民が含まれていることは否

足 しがたい.これは ｢指令｣の規定によって認め

られているのみならず,旧ユーゴ紛争及びコソボ

紛争の際の事実によっても例証されている54).吹

に,国内庇護手続に基づく難民認定は宣言的効果

しか有さない.すなわち,一度 ｢難民条約｣に規

定する難民の定義を満たした場合,その時点で事

実上の条約難民となり,したがって,｢難民条約｣

上の権利を享受できるようになる55). 国内庇護手

続が機能 しなくなったことを理由に,大量難民の

中に含まれている条約難民の ｢難民条約｣上の諸

権利を一時的に停止するのは,大量難民流入とい

う特性に由来するいわば一種の例外に過ぎない.

一度国内庇護手続が正常通りの対応能力まで回復

した場合,誰が条約難民なのかを選別するために,

速やかに一時的保護の受益者によって提出された

庇護申請を審査 しなければならない.さもなけれ

ば,受益者の中に含まれている条約難民の ｢難民

条約｣上の権利を誠実に尊重することができない,

ひいては, ｢難民条約｣ に対する義務違反が引き

起こされるおそれもあるからである.

従って,構成国は,すべての一時的保護の受益

者に国内庇護手続を利用する権利を認めなければ

ならない.この意味で,｢指令｣第 17条の規定は

評価に値する規定であると考えられる.一方,罪

19条の規定が構成国によって適用される場合,

第 17条の有する意義が弱められてしまうことに

も注意 しなければならない.

2.5 負担分担

大量難民の保護にかかわる事項の一つは,保護

の付与から生 じた負担をい かに構成国の問に平等

に配分することである.

｢指令｣前文 18項は,大量難民に一時的保護を

与えることによって生 じた負担を分担するために,

一定の規定を設けるべきだと呼びかけている.ま

た,同項によると,負担分担は受益者人数の割当

と財政援助からなる,とされている.

負担分担に関してPerlussとHartmannは,

時的保護の強制的規範性を出発点とし,負担分担

が一時的保護を与える義務の前提として位置づけ
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られるべきと考える.彼らによると,もし一時的

保護の付与が庇護国の自発的行為でるならば,他

の国々に援助を求める特別な理由が存在 しないで

あろう.他方,もし庇護国が義務に基づいて一時

的保護の付与を行うのであれば,当該国には他国

に対 して負担分担を求めるための道徳的正当性が

認められる56),と彼らは考える.

これに対 してFitzpatrickは,負担分担を一時

的保護制度の基礎に位置づけることに対 して懸念

を示 した.負担分担に関する義務が履行されな

かったことを理由に,一時的保護制度の当事国が

同制度の受益者に対する保護義務の履行を拒否す

るかもしれない からである,と彼は考える57).

｢指令｣ は共同体二次立法の形で, 大量難民流

入が発生 した場合に受益者資格の規準を満たした

者に一時的保護を与える義務を構成国に課 してい

ると同時に,負担分担の保障を一時的保護の付与

の前提とはしなかった. しかし,｢指令｣ は負担

分担に関する具体的規定を設けているが,次に検

討するように,果たしてこれらの規定は負担分担

を成功に導 くのかは疑問である.

たとえば,構成国の問で一時的保護の受益者の

人数を割当てることに関しては, ｢指令｣ 規定の

不備が示されている. 第 25条 1項によれば, 棉

成国は一時的保護の受益者の受入に関する自国の

能力をEU理事会に知 らせる義務を負っている.

しかし,受入能力の提示方法については,各構成

国に選択の余地が残されている.すなわち,構成

国は必ずしも具体的数字で自国の受け入れられる

人数を提示 しなければならないとは限らない.こ

れにより予想されるのは,具体的人数を欠いた受

入能力の提示が受益者割当の実際の操作に支障を

もたらすことであろう.

同じ問題は第 26条 2項の規定によっても引き

起こされかねない.同項は,ある構成国が自らの

受入れた受益者を引き受けるよう他の構成国に対

して求めた場合,後者は自国の受入れ能力を前者

に伝えなければならない,と規定 している.ここ

でも,具体的数字で受入能力を表すのかそれとも

他のなんらかの方法でそれを伝えるのかに関して

は求められた構成国の判断に委ねられている.

さらに,受入能力を評価するために参照できる

向 華

規準が存在 しない.

つまり,構成国は完全に自らの判断に基づいて

受入能力を提示することとなっている.近年,

EU諸国はますます難民問題に頑を痛めており,

難民保護についても消極的姿勢を示 している.こ

うした現実を考えると,果たして構成国が誠実に

自らの受入能力を提示するのかは疑問である. し

たがって,かかる懸念を取り除くためには,あら

かじめ ｢指令｣の中に一定の基準を設定 しなけれ

ばならないと思われる58).

受入能力の評価規準に関 しては,上述の 1995

年 ｢決議｣第 4条にあげられるもののほか,1994

年 7月に当時EU理事会議長国を務めた ドイツが

作成 した案も一定の示唆を与えていると考えられ

る.この ドイツ案によると,構成国の人口,領土

の面積及び国内総生産のEU全体に占めるパーセ

ンテージが受入れるべき難民人数の大量難民総人

数に占めるパーセンテージとされている. しかも,

この数字は当該構成国が平和維持活動のために提

供 した軍事資源や難民出身国のために投入 した外

交的又は安全保障上の資源によって修正されるこ

とができる,とされている59).

ECREは,受入国の国内総生産や軍事活動に

対する資源提供を受け入れ能力の判断規準とする

ことに否定的である.これらが受入国の本当の受

入能力を反映していないと考えられるからである.

ECREは,難民の受入及び難民に対する援助に

かかわる基礎施設のほかに,文化的,言語的,そ

して家族関係などの要素も受入能力を判断する際

に参照されるべき規準だと提言する60).

一方,KayHailbronnerは受入国の経済力が受

入能力を判断する際の唯一の規準だと考える.経

済力を反映する要素として,氏は当該国の領土の

面積,総人口及び国内総生産をあげている61).

既に指摘 した通り,こうした様々な指摘が存在

するにもかかわらず, ｢指令｣ は受入能力を判断

するための,そして負担分担を行う際の規準を設

けていない.これは,負担分担をめぐる構成国間

における利益関係の調整の難 しさを例示 している

と同時に, ｢指令｣ の実効性にかかわる根本的な

問題でもあり,これから解決 しなければならない

課題だと思われる.
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一時的保護の受益者人数の割当に関して多 くの

問題点が存在するのに対 して,負担分担のもう一

つの側面,つまり大量難民に一時的保護を与えて

いる構成国を財政的に援助することに関 しては

EU レベルでは既に一定の成果を収めている62).

｢指令｣第 24条は,｢指令｣ に基づいてとられ

た措置に対 してERF (ヨーロッパ難民基金)の

規定に従い財政援助を提供する,と規定 している.

2007年 5月 27日,欧州議会とEU理事会は2008

年から2013年までのあいだの難民基金を設立す

るための決定を採択 した63).同決定の第 5条 1項

によると, ｢指令｣ に基づいて大量難民に与えた

一時的保護に対 してERFは資金援助を行う.大

量難民流入が発生 した場合,構成国はEU委員会

に対 して援助を求めることができると同時に大量

難民保護のためにとられた緊急措置について同委

員会に報告する64). また,上記緊急措置に対する

資金援助の期間は6ヶ月と限定され,援助額も緊

急措置を実施するために費やされた費用の80%

を超えないとされている65).

財政援助に関して最も問題視されるのは援助額

に対する限定である.これまでに度々大量難民の

流入を経験 してきた東欧,中欧諸国は,EU加盟

により今日EU構成国の中でも大量難民の流入に

直面する前線国となっている.すなわち,これら

の国々は大量難民の最初の受入国になる可能性が

高いということである.既に検討 したように,

｢指令｣の現体制のもとでは構成国の間で一時的

保護の受益者を割当てることがうまくい かないこ

とが予想できる. したがって,これらの前線国に

は一方的に大量難民保護の義務が押 し付けられる.

もちろんERFからの財政援助 も利用できるが,

80%を超えない援助額が大量難民の流入に見舞わ

れ,しかも比較的に経済基盤の弱いこれらの国々

をどこまで支えるのかが懸念される.

お わ り に

難民政策の地域的調和は難民の保護を促進する

一つの有効な方法である.EUは1990年代前半

から大量難民の一時的保護及び負担分担に関する

各構成国の政策を調和 してきた.およそ十年間の

10 1

模索を経て,2001年になってようや く ｢指令｣

を採択するに至った. ｢指令｣ は地域的機関によ

る二次的立法でありながら,大量難民の保護及び

負担分担に関する国際社会初の法的文書でもある.

｢指令｣採択後,EUにおける大量難民の保護は

アド･ホックな対応に任せるのではなく ｢指令｣

の設けた法的枠組内で扱わなければならないこと

になった. ｢指令｣ は一時的保護の受益者に一定

の法的権利を付与 している.これにより,一時的

保護が難民保護を法的事項から政治的戦略へと変

質させるという批判66)がある程度緩和されている.

一方, ｢指令｣ が抱えている問題点も決 して見

逃 してはならない. そして,EU庇護政策調和の

目的を実現させるためにも,大量難民の保護に寄

与するためにも,これらの問題点を克服 しなけれ

ばならないであろう.

まず何よりも肝心なのは,実際に大量難民の流

入が発生 した場合に一時的保護を発動するための

EU理事会の決定を確実に採択することである.

｢指令｣の現規定のもとでは,EU理事会はEU委

員会またはいずれかの構成国からの大量難民の流

入に関する報告に基づき上述の決定の採否を決め

るとなっている.この規定のもとでは,大量難民

の流入が発生 した場合,速やかに一時的保護を発

動できるかどうかは疑問である.これは言い換え

れば,一時的保護と負担分担体制を発動するため

のEU理事会決定を採択するか否かの判断がEU

理事会ひいては一部構成国の政治的考慮に左右さ

れる危険性があることを意味している.この危険

性を取り除くための対応策として考えられるのは,

大量難民が発生 した場合,一時的保護と負担分担

体制を発動するための決定を採択 しなければなら

ないという義務をEU理事会に課する規定を ｢指

令｣の中に設け,それにより同理事会の不作為を

EC裁判所の司法審査に服させることである.

次は ｢指令｣の規定と国際法 ･地域的国際法の

整合性問題である.｢指令｣は,EUの庇護分野

における統合活動の一環として採択された文書で

ある.アムステルダム条約のもとで,庇護分野に

おけるい かなる統合活動も ｢難民条約｣に違反す

る形でおこなわれてはいけないとされている. し

たがって,｢難民条約｣ に反する ｢指令｣の規定
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は法的妥当性を失うことになる.｢指令｣19条は

それ自体が ｢難民条約｣違反にならないが,構成

国によって適用された場合,一時的保護の受益者

の中に含まれている条約難民の ｢難民条約｣上の

権利の享受を妨げかねない.そのため,同条は

｢指令｣か ら削除されるべきである.一方,｢指

令｣第 28条の一部内容がヨーロッパ人権裁判所

の確立 した判例法と明らかに対立 している.｢難

民条約｣ の場合と違って, ｢指令｣ はその規定が

ヨーロッパ人権条約の規定に反 してほならないと

の制限を受けていない. しかし,今日EUのすべ

ての構成国はヨーロッパ人権裁判所の管轄権を受

諾 しているし,自らが当事者である紛争に対する

同裁判所の最終判決を誠実に執行することも約束

している.従って,｢指令｣第 28条の一部内容の

適用により,構成国がヨーロッパ人権裁判所の前

で被告国とされ,当該適用もヨーロッパ人権条約

上の義務違反であると宣告される可能性がある.

この意味で, 第 28条の一部内容 (特に均衡性原

則の適用を認める旨の内容)を削除すべきだと思

われる.

最後は負担分担にかかわる問題である.｢指令｣

の現体制のもとでは構成国間で一時的保護の受益

者人数の割当を実現することがなかなか期待でき

ない.構成国の受入能力を評価するための客観的

規準が存在 しない上に,受入を要請された場合,

一定数の難民を受入れなければならない義務が構

成国には課されていない からである.結局,最初

に大量難民を受入れた構成国が彼らを保護する責

任を負うことになる. こうした国はEU加盟を果

たしたばかりの東欧,中欧の国々であろう.一方,

ERFからの援助が大量難民の保護から生 じた費

用を十分にカバーできないおそれがあるので,こ

れらの国で最低生活基準さえ保障されない大量難

民が二次移動を余儀なくされることも起きかねな

い.すると今度,他の構成国はまた新たに大量難

民の保護に取り組まなければならない.負担分担

は決 して他者に対する一方的な恩恵ではなく,そ

こには自らの利益につながるというメリットもあ

る. 負担分担を円滑に進めるためには, ｢指令｣

の中に構成国の受入能力を評価するための客観的

規準を設定する必要がある.それから,一時的保

向 華

護の受益者人数の割当を行う際の構成国の受入義

務も明確にしなければならない.もちろん,それ

ぞれの構成国の協力意識も不可欠である.

2001年 ｢指令｣ は, その採択以来まだ適用さ

れたことがない.これは,ある意味で歓迎すべき

ことだといえるかもしれない.一方,今日,民族,

宗教をめぐる紛争が世界各地におきている.われ

われは大量難民がいっどこかで発生 してもおかし

くない世界に暮らしている.将来に発生するかも

しれない大量難民事態に備え,あらかじめ法的対

応の枠を設定するのはまさに法の支配という理念

か らの要請である.こういう意味においても,

EU2001年 ｢指令｣ の価値を決 して過小評価 して

はならない.
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Summary In dealing with the issue of the mass influx of displaced persons fleeing arm conflict,

generalized violence and serious violation of human rights, the international community has adopted an

ad hoc approach. It has showed some hesitation in formalizing the mechanism for the protection of such

persons. In contrast, the Council of the European Union adopted the Temporary Protection Directive in

,**+. It is the first instrument of the international community concerning the protection of persons

mentioned above in the event of mass influx and burden-sharing. In the meanwhile, some of its provisions

must be examined carefully. For instance, what should be done for assuring the adoption of the EU

Council decision through which the temporary protection mechanism will be initiated? What about the

reconciliation of its provisions with international law? What measures should be taken for more effective

burden-sharing? This article will focus on the legal assessment of some provisions of the Directive and

give some advice for overcoming the defects inherent in the Directive itself.
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